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(54)【発明の名称】 反射型表示素子

(57)【要約】
【目的】反射型の表示素子において、明るい表示を得
る。
【解決手段】前面基板と背面基板（反射側基板）との間
に液晶等の光スイッチ機能を持つ表示媒体を介在した反
射型表示素子において、画素の境界部分に、側面が光を
反射する立体構造を設け光のロスを減少させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  入射光を透過する前面基板と、前記前面
基板と対向して設けられ、かつその対向面上に前記前面
基板を透過した光を反射する部位を有する反射側基板
と、前記前面基板と前記反射側基板との間に設けられ
て、外部からの制御により、前記入射光の透過と吸収ま
たは散乱とを画素毎に独立して切り換える光スイッチ機
能を持つ表示媒体とを備えた表示素子において、
前記前面基板と前記反射側基板との間の各画素の境界部
に、その側面が光を反射する機能を持つ立体状の反射部
材を配置してなることを特徴とする反射型表示素子。
【請求項２】  前記反射側基板の前記画素に対応する領
域において、平面視で前記立体状の反射部材と重ならな
い部位の少なくとも一部には、可視光を反射する特性を
持つ導電体層を有し、
この導電体層は前記光スイッチ機能を持つ表示媒体を制
御するための電極として機能することを特徴とする請求
項１に記載の反射型表示素子。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は表示素子に関し、特
に、液晶等の光シャッタ機能を持つ表示媒体と組み合わ
せて外部光源からの光の反射を制御することにより表示
を行う反射型表示素子の構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶等の光スイッチを用いた反射型表示
素子は、バックライトを必要としないため、消費電力が
少なく、寸法と重量の面からもバックライト方式の透過
型表示素子に比較して有利であることから、小型のノー
ト型パソコンや携帯端末、携帯電話等のディスプレイと
して普及しており、今後、さらに応用範囲が拡大すると
共に需要が伸びるものと期待されている。
【０００３】図１は、従来例１として液晶を用いた反射
型表示素子の断面の一例を示す。図１において、１は前
面ガラス基板、２は反射側ガラス基板であり、前面ガラ
ス基板１と反射側ガラス基板２の間には表示媒体として
液晶３が封入されている。この液晶３は前面ガラス基板
１上に形成された透明な表示電極１１と、反射側ガラス
基板２上に形成された反射性の表示電極２１との間に電
圧を印加することで、液晶分子の状態を制御でき、また
前面ガラス基板の表面に設けられた偏光板１３と組み合
わせることにより、前面ガラス基板１を透過して入射し
た外部可視光の透過および吸収の切り換えを行う光スイ
ッチとして機能させることができる。さらに、前面ガラ
ス基板１には、Ｒ、Ｇ、Ｂのカラーフィルタ１２Ｒ、１
２Ｇ、１２Ｂが、１画素に対していずれか１色が対応す
るように設けられており、入射した外部光から各画素に
対応した色成分のみを透過させることにより、カラー表
示を行わせることができる。なお、１４はカラーフィル
タの画素の境界部分での、漏れ光を遮断してコントラス
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トを向上させるためのブラックマトリクスであり、１５
と２２はそれぞれの基板の表面での液晶３の分子の配列
方向を制御するための配向膜である。
【０００４】液晶３が透過状態の時には、前面ガラス基
板１側から入射した外部光は、偏光板１３、前面ガラス
基板１を透過し、カラーフィルタ１２＊（＊はＲ／Ｇ／
Ｂのいずれか）において対応する色成分のみが選別さ
れ、さらに表示電極１１を透過し、液晶３内を通って反
射側ガラス基板２に到達する。この光は反射電極２１で
反射され、再び、液晶３、表示電極１１、カラーフィル
タ１２＊、前面ガラス基板１、偏光板１３を通って観察
面である前面ガラス基板表面側に出射され、カラー表示
光が得られる。ところで、この反射型液晶素子では光が
各層を通過する段階で減衰を受けるので、透過型液晶表
示素子に比べて明るい表示を得ることができない。
【０００５】そこで、特開平６－７５２３７号（従来例
２）などにより、図２に示すような、反射電極２１ｂの
下地に不規則な凹凸２３を設け、反射部の表面積を拡大
することにより反射の効率を向上させた構造が提案され
ている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図２の
ような反射型表示素子の構造では、反射電極２１ｂの下
地の不規則な凹凸構造２３の作成に複雑な工程が必要で
あり、生産性に欠けると言う問題がある。
【０００７】本発明の目的は、反射効率を高くしつつ、
高い生産性を確保できる反射型表示素子を提供すること
にある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項１の反射
型表示素子は、入射光を透過する前面基板と、前記前面
基板と対向して設けられ、かつその対向面上に前記前面
基板を透過した光を反射する部位を有する反射側基板
と、前記前面基板と前記反射側基板との間に設けられ
て、外部からの制御により、前記入射光の透過と吸収ま
たは散乱とを画素毎に独立して切り換える光スイッチ機
能を持つ表示媒体とを備えた表示素子において、前記前
面基板と前記反射側基板との間の各画素の境界部に、そ
の側面が光を反射する機能を持つ立体状の反射部材を配
置してなることを特徴としている。
【０００９】また、本発明の請求項２の反射型表示素子
は、前記反射側基板の前記画素に対応する領域におい
て、平面視で前記立体状の反射部材と重ならない部位の
少なくとも一部には、可視光を反射する特性を持つ導電
体層を有し、この導電体層は前記表示媒体を制御するた
めの電極として機能することを特徴としている。
【００１０】
【発明の実施の形態】〔実施例１〕以下、本発明の好ま
しい実施例について、図面を参照しながら説明するが、
各図において従来例と同等部分には同一符号を記すとと
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もに、説明を省略する。
【００１１】図３は、本発明の実施例１に係る反射側基
板の反射部材の構造の一例を示す。本実施例の反射部材
４１は反射側基板４上において、画素の列方向に沿って
画素駆動用の反射電極４２を挟むように配置され、かつ
側面部に可視光反射用の金属反射膜をコーティングした
リブ状の構造を有する。
【００１２】この反射部材付きの反射側基板は次のよう
にして作成した。まず、５０×５０mm2 のコーニング＃
７０５９ガラス基板４に、透明感光性樹脂を、硬化後の
厚さが５μｍとなるようにコートした。この樹脂を幅１
０μｍ、長さ５０ｍｍ、ピッチ１００μｍのストライプ
状の開口部を持つフォトマスクを用いて選択的に露光・
硬化させ、幅１０μｍ、高さ５μｍ、長さ５０ｍｍの反
射部材４１となるリブを１００μｍピッチでストライプ
状に形成した。さらに、リブ４１を形成した側の面全面
に厚さ０．１μｍのアルミ薄膜を蒸着して可視光の反射
膜を形成した。
【００１３】比較のため、上記の反射側基板とは、サイ
ズと材質が同じガラス基板に、リブを形成せずに、同様
に０．１μｍの厚さのアルミ膜を蒸着して反射側基板を
作成した。
【００１４】これら２種の基板の法線方向の反射率をオ
ーク製作所製分光光度計ＴＦＭ－１２０ＡＦＴを用いて
測定した結果、比較用反射側基板の反射率１００％に対
して、本実施例の反射部材付き反射側基板では１１０％
の反射率を示した。
【００１５】なお、反射部材の高さと画素幅の比率が大
きくなるに従い、反射率は向上し、１：１となった場合
には比較用反射基板に対して２００％の反射率が得られ
る。
【００１６】〔実施例２〕図４は、本発明の反射部材と
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）とを組み合わせて反射側基
板上に形成した反射型液晶パネルの模式図を示し、図５
は、その断面構造の一例を示す。
【００１７】図５において、５は反射側基板（素材）、
５１は側面が可視光を反射する反射部材、５２は入射光
の反射と液晶の制御を行う反射電極、５３は一画素分の
領域、５４は液晶を制御するアクティブマトリクスを形
成する一画素分のＴＦＴ、５５は配向膜、５４１はＴＦ
Ｔのゲート電極、５４２はＴＦＴのゲート絶縁膜、５４
３はＴＦＴのドレイン電極、５４４はＴＦＴのソース電
極、５４５はドレイン電極５４３と反射電極５２との間
の層間絶縁膜、５４６はＴＦＴのチャネル半導体薄膜、
５４７はソース電極５４４と反射電極５２との間で電気
的接続をとるためのコンタクトホールである。
【００１８】また、図５においては、反射側基板の裏面
に反射層５６を設けることにより、反射部材５１と反射
電極５２のすき間から基板の裏側に抜ける漏れ光を表面
側に反射させて、より明るい表示を得ている。
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【００１９】なお、上記のような反射部材５１、反射電
極５２、ＴＦＴ５４や後述のカラーフィルタ１２＊や透
明電極１１などを形成した基板を、前面または反射側の
「アセンブリ基板」と称して、以後、素材の基板と区別
する。
【００２０】この反射側アセンブリ基板は次のように作
成した。まず、ガラス基板５上にＴＦＴ５４を用いたア
クティブマトリクスを反射電極５２まで含めて作成した
後に、硬化後の厚さが５μｍとなるように、感光性の樹
脂を塗布し、隣接する画素の境界部分を、開口部の幅１
０μｍ、ピッチ１００μｍのストライプパターンのマス
クを用いて露光することにより、この樹脂を選択的に硬
化させて、反射部材５１の形状を形成した。さらに、こ
の面全面にポジ型フォトレジストを塗布し、開口部幅１
１μｍ、ピッチ１００μｍのフォトマスクを用いて、反
射部材の頂部および側面部のみを露光し、続く現像工程
により、露光した部分のレジストを除去した。次に、基
板の両面にアルミを０．１μｍ程度蒸着した後、選択的
に残されたレジストを剥離する事で、リフトオフによ
り、反射部材以外の部分のアルミを除去してリブ状反射
部材の反射膜と、基板裏面の反射層５６とを形成した。
このようにして、反射側アセンブリ基板を完成させた。
【００２１】なお、反射側基板５の材料は、必ずしも透
明である必要はなく、たとえば光反射性を有する、白色
のセラミック基板等を使用すれば、反射側基板裏面の反
射層５６を形成することなく、反射層５６を設けた透明
な反射側基板を用いたと同等の明るい表示が得られる。
【００２２】また、反射部材５１の材料として、白色の
反射性顔料を混ぜた樹脂等のように、それ自体が反射の
特性を持っている材料を使用すれば、金属反射層の形成
工程を省略することができる。
【００２３】この反射側アセンブリ基板と、ガラス基板
１にカラーフィルタ１２Ｒ／Ｇ／Ｂと透明電極１１とを
形成した前面アセンブリ基板のそれぞれに、ポリイミド
を０．１μｍの厚さに塗布し、加熱して硬化後、表面に
ラビングを行うことにより、液晶の配向膜１５、５５と
した。
【００２４】この二枚の前面および反射側アセンブリ基
板を貼り合わせ、その間隙部に液晶３を封入し、前面ア
センブリ基板の観察面側に偏光板１３を貼り付けて、反
射型液晶表示パネルを完成させた。
【００２５】このパネルと、従来の、リブ状の反射部材
５１を持たない反射型液晶表示パネル（他の部分の構造
や条件は同一にした）との間で、表示面の輝度を測定・
比較した結果、本発明の反射部材を適用したパネルで
は、従来のものより１０％程度明るい表示が得られた。
【００２６】〔実施例３〕図６は、反射部材を前面基板
１側に形成した実施例に係る反射型液晶パネルの断面図
を示す。この実施例において、前面アセンブリ基板は以
下のように形成した。
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【００２７】まず、ガラス基板１に表示電極となるスト
ライプ状の透明電極１１１を形成し、次に前記透明電極
１１１とは平行して交互に配列されるように幅１０μ
ｍ、高さ５μｍの透明な樹脂の層１６を形成する。次い
で、この基板を黒色染料に漬けて、前記樹脂層１６を黒
色に染色した。
【００２８】次に、透明電極１１１上に電着法により、
カチオン性の顔料からなるＲ、Ｇ、Ｂの透光性着色層を
交互に形成してカラーフィルタとした。
【００２９】さらに、その上から配向膜と着色層の保護
膜を兼ねたポリイミド膜１５を全面に塗布し、加熱硬化
させた。
【００３０】この上からネガ型レジストを塗布し、基板
表面側から着色層を通して露光を行い、着色層上のレジ
ストを感光させた後、現像により着色層上以外のレジス
トを除去した。そして、全面にアルミを蒸着し、着色層
上のアルミをレジストとともに剥離する事で除去した。
このようにして、電極・カラーフィルタを形成した前面
アセンブリ基板上の画素境界部のブラックストライプ部
分に、側面が反射機能を持つリブ５１’を形成できる。
【００３１】この前面アセンブリ基板と貼り合わせる反
射側アセンブリ基板としては、ガラス基板５上に、前面
基板１０と貼り合わせた時に透明電極１１１と交差する
方向にストライプ状にパターニングされて反射電極とな
る、アルミ等からなる金属膜５７と、ポリイミドからな
る配向膜５５を積層したものを用いた。
【００３２】この構造でも、リブを持たない従来の反射
型液晶表示素子より１０％の輝度向上が見られた。
【００３３】なお、本実施例の反射構造においても、単
純マトリクスばかりではなく、アクティブマトリクス構
造のアセンブリ基板と組み合わせて適用できることは言
うまでもない。
【００３４】〔実施例４〕図７は、反射部材の変形例で
あって、側壁の断面がその側壁の根元の部分でゆるやか
な曲線となる構造の反射部材（５１”）を示す。この反
射部材は、前述した実施例２の反射部材形成工程におい
て、露光マスクとして、遮光部分の光透過率にグラデー
ションを付けたものを用いる事により形成することがで
きる。図８は、この形状の反射部材５１”をＴＦＴ基板
に適用した反射型液晶パネルの断面図を示す。この構造
では、実施例２の場合に比べて、反射部材の根元の部分
での光の反射回数が少なくなり、反射の際に生じるロス
が減少する。
【００３５】なお、上記の実施例２～４のいずれの場合*

6
*にも、反射電極５２または５７の下層に樹脂等からなる
ドーム状の突起を複数個設けてもよい。この場合、工程
が複雑になり、生産性は低下するが、より明るい表示を
得る事ができる。
【００３６】また、上記の実施例２～４においては、反
射部材の高さを液晶のセルギャップに合わせて形成し、
スペーサの役割としても用いているが、反射部材の高さ
はセルギャップより少なくてもよく、この場合には、別
にスペーサ等によりギャップの制御を行う必要がある。
【００３７】
【発明の効果】光スイッチ機能を持つ表示媒体と組み合
わせて、外部からの入射光の反射を制御して表示を行う
反射型表示素子において、反射側基板の画素境界部に側
面が可視光を反射する機能を持った立体状の反射部材を
設けることで、複雑な工程を経ずに、反射部位の実効的
な表面積を拡大し、表示の明るさを増大させることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来例１の反射型液晶パネルの断面図
【図２】従来例２の反射型液晶パネルの断面図
【図３】本発明の実施例１に係る反射側基板の斜視図
【図４】本発明の実施例２に係る反射型液晶パネルの模
式図
【図５】本発明の実施例２に係る反射型液晶パネルの断
面図
【図６】本発明の実施例３に係る反射型液晶パネルの断
面図
【図７】本発明の実施例４に係る反射側基板の斜視図
【図８】本発明の実施例４に係る反射型液晶パネルの断
面図
【符号の説明】
１・・前面（ガラス）基板
１１、１１１・・（透明）表示電極
１２Ｒ、１２Ｇ、１２Ｂ・・カラーフィルタ
１３・・偏光板
２、４、５・・反射側（ガラス）基板
２１、２１ｂ・・反射電極
３・・液晶
４１、５１、５１’、５１”・・反射部材
４２、５２、５７・・反射電極
５３・・一画素分の領域
５４・・ＴＦＴ領域
５６・・基板裏面の反射層
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